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理解度チェック（解答）
　⑴　自助・共助・公助の役割（第1章）

Ｑ1 Ｑ2 Ｑ3 Ｑ4 Ｑ5 Ｑ6 Ｑ7
○ ○ × × × ○ ×

 解　説 

　Ｑ1	：	 1 　「 ⑴　自助とは 」
　　　　自助は、防災活動の最も基礎的な部分をなすもので、特に各家庭内での準備が重

要です。
　Ｑ2	：	 1 　「 　効果的な自主防災活動とは 」
　　　　自主防災組織の望ましい形には、自分の住んでいる地域の防災上の特性が明確に

なっており、その地域特性を自主防災組織の役員の方々だけでなく、住民の皆さ
んが理解している状態も含まれています。

　Ｑ3	：	 1 　「 ⑴　地域防災リーダーとは 」
　　　　地域防災リーダーには、平時に効果的な防災訓練を企画し実践するなど地域コ

ミュニティの活性化を図りながら、災害予防活動を担っていただく役割も含まれ
ています。

　Ｑ4	：	 1 　「 ⑶　コミュニティ防災センターの備蓄資機材 」
　　　　コミュニティ防災センターは、市民センター、コミュニティ・センターの整備に

併せ小学校区単位に整備を進めています。
　Ｑ5	：	 1 　「 ⑶　津波情報伝達システム 」
　　　　遠くで発生した地震により津波が発生する場合もあるため、気象庁が津波予報を

発表した場合、津波情報伝達システム等で情報を伝達します。
　Ｑ6	：	 1 　「 地域団体との連携の必要性 」
　　　　自主防災活動を継続して行うためには、地元消防団、女性防火クラブ、学校等と

連携し、活動の活性化を図る必要があります。
　Ｑ7	：	 1 　「 災害ボランティアセンターとの連携 」
　　　　仙台市では、社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを設置することとして

おります。
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　⑵　自分の住んでいる地域の特性の理解（第2章）

Ｑ1 Ｑ2 Ｑ3 Ｑ4 Ｑ5 Ｑ6 Ｑ7
○ × × ○ × × ○

 解　説 

　Ｑ1	：	 2 　「 ⑴　自分の住んでいる地域の特性とは 」
　　　　地域の特性には、「地理的・地盤的特性」、「街並み・建物の特性」、「人口分布の特

性」の3種類があります。
　Ｑ2	：	 2 　「⑵　自分の住んでいる地域の防災マップを作成してみましょう 」
　　　　防災マップは、地域の方々が主体となって防災を考え、地域の問題を認識し解決

する方策を考えることに意味があります。
　Ｑ3	：	 2 　「 2-2防災マップの作成 」
　　　　地域に住んでいる住民が一緒になって、防災マップを作り上げることも、防災活

動の一つです。
　Ｑ4	：	 2 　「 地域を知ろう 」
　　　　災害時に役立つ施設の例としては、公衆電話の他、避難所、防災倉庫、消防署、病院、

コンビニ、ガソリンスタンドなどがあります。
　Ｑ5	：	 2 　「 POINT ！」
　　　　要配慮者の個人情報については、あらかじめ本人の承諾を得るなどその取扱いに

十分注意する必要があります。
　Ｑ6	：	 2 　「 POINT ！」
　　　　防災マップに記載される事柄は、あらかじめ地域住民の間で十分に話し合い、合

意を得ておく必要があります。
　Ｑ7	：	 2 　「 地域防災力診断とは 」
　　　　地域防災力診断結果をもとに、この点数を上げるための活動を実施することで、

その地域の特性や弱点に合った防災活動を進めることができます。
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　⑶　常日頃備えておく技能（第3章）

Ｑ1 Ｑ2 Ｑ3 Ｑ4 Ｑ5 Ｑ6 Ｑ7 Ｑ8
× ○ ○ × ○ × × ○

 解　説 

　Ｑ1	：	 3 　「 情報収集・伝達について学ぼう 」
　　　　災害時の応急活動を適切に行うためには、正確な情報を迅速に把握し伝えること

が必要です。
　Ｑ2	：	 3 　「 ⑴　燃焼の原理 」
　　　　燃焼の4要素とは、①可燃物、②空気（酸素）、③熱、④連鎖反応（化学反応）の	

4つをいいます。
　Ｑ3	：	 3 　「 POINT ！」
　　　　消火活動は危険が伴うので、常に避難経路を確保し、危険な状態に至る前に避難

することが原則です。
　Ｑ4	：	 3 　「 ⑵　捜索・救助活動の対象となる家屋 」
　　　　捜索・救助活動の対象は、完全に倒壊していて余震が来てもそれ以上崩れること

がないと考えられる家屋です。
　Ｑ5	：	 3 　「 仙台市の避難情報の発令基準 」
　　　　災害が発生するおそれが高い状況で発令する情報であり、居住者等は危険な場所

から全員避難する必要があります。
　Ｑ6	：	 3 　「 POINT ！」
　　　　止血法としては、出血部位を直接圧迫する直接圧迫止血法が基本です。細いひも

や針金で縛ることは、神経や筋肉を損傷するおそれがあります。
　Ｑ7	：	 3 　「 ⑵　中ぐらいの深さのやけどの場合 」
　　　　熱傷（やけど）に対しては、チンク油、アロエ、味噌などを塗るのは禁物です。
　Ｑ8	：	 3 　「 トリアージタッグとは 」
　　　　トリアージタッグとは、医療従事者がトリアージの際に用いるタッグ（識別票）の

ことをいいます。
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　⑷　自主防災組織の機能を高めるための活動（第4章）・まとめ（第7章）

Ｑ1 Ｑ2 Ｑ3 Ｑ4 Ｑ5 Ｑ6 Ｑ7 Ｑ8
× × ○ × ○ × × ×

 解　説 

　Ｑ1	：	 4 　「 ⑶　自主防災計画の作成 」
　　　　自主防災計画には、防災訓練だけでなく、災害時に行うことや、その他地域の防

災に係わる幅広い活動も含まれます。
　Ｑ2	：	 4 　「 ⑴　アクションカードについて 」
　　　　アクションカードは、災害時の具体的な活動内容をあらかじめ担当業務ごとに、

カードにまとめておくもので、災害時の自主防災活動に活用します。
　Ｑ3	：	 4 　「 ⑶　アクションカードの保管場所 」
　　　　アクションカードは、災害発生時にすぐに取り出せるように、地域の集会所や自

主防災組織の資機材倉庫など、皆が集まり活動拠点となる場所にあらかじめ置い
ておけば、災害発生時に活用を図ることができます。

　Ｑ4	：	 4 　「 ⑵　ＤＩＧの効果 」
　　　　DIGの効果には、参加者のコミュニケーションが活性化し、地域コミュニティが

盛んになるといったものも含まれます。
　Ｑ5	：	 4 　「 ⑵　クロスロードの特徴と目的 」
　　　　クロスロードは、問題に正解・不正解はなく、自分や他人がどうして YES もしく

はNOを選んだのかを知り、いろいろな考え方があることを知ってもらうことが
大切です。

　Ｑ6	：	 4 　「 ＨＵＧについて学ぼう 」
　　　　HUGとは、避難所の体育館や教室に見立てた平面図に、様々な避難者に見立て

たカードをどれだけ適切に配置できるか、また、避難所で起こる様々な出来事に
どう対応していくかを模擬体験するゲームです。

　Ｑ7	：	 7 　「 ⑵　平時の準備・訓練の重要性 」
　　　　それぞれの地域の状況によって、取り組むべき課題は異なるはずなので、地域の

特性に合わせた準備や訓練を平時から実施することがとても大切です。
　Ｑ8	：	 7 　「 ⑴　地域住民に参加してもらうことの重要性 」
　　　　地域の防災活動は、自主防災組織の役員だけでなく、一般の住民の方々が参加す

ることにより持続可能な活動や活性化につながります。
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　仙台市では、これまでも様々な地震に対する取組みを進めてきました。
　ここでは、仙台市が行っている「自助」を支援する取組みを紹介します。

　⑴　生垣づくり助成事業（各区街並み形成課、建設局百年の杜推進課）
　　　市街化区域において生け垣をつくる場合に、費用の一部を助成します。また、生け垣
づくりとあわせてブロック塀等を撤去する場合においても、費用の一部を助成します。

　　　生け垣の設置に係る助成額については、費用の1/2の額と植栽する樹木の本数に
2,500円を乗じた額を比較して、いずれか少ない方の額で、上限が150,000円となり
ます。また、ブロック塀等の撤去に係る助成額については、1㎡当たり4,000円を限
度とする額で、上限が150,000円となります。

　⑵　ブロック塀等除却工事補助金交付事業（各区街並み形成課、都市整備局建築指導課）
　　　公道等（国道、県道、市道及び小学校の指定通学路）に沿って設けられたブロック塀

等のうち、倒壊の恐れのある著しいひび割れ、ぐらつき、または5/100を超える傾き
等があり仙台市で危険と判定した、危険なブロック塀等を除却する際、その工事費の
一部を補助します。

　　　補助額は、補助対象経費の5/6以内の額で、限度額は187,000円です。

　⑶　戸建木造住宅耐震診断支援事業（各区街並み形成課、都市整備局建築指導課）
　　　昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工した2階建て以下の戸建木造住宅
（個人所有）を対象に、診断を希望する所有者からの申し込みに応じて耐震診断士を派
遣し、耐震診断を行います。診断の結果、補強が必要な場合には改修計画案や概算見
積の作成を行います。

　　　自己負担額は、診断費用の1割で最大17,600円です。（診断費用の9割を仙台市が
負担します。）

仙台市の主な支援事業
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　⑷�　戸建木造住宅耐震改修工事補助金交付事業（各区街並み形成課、都市整備局建築指
導課）

　　　前ページ⑶の耐震診断の結果、耐震改修の必要性があると診断され、耐震改修工事
を実施する方には、工事費の一部を助成します。

　　　補助額は耐震改修工事費の4/5以内の額で、限度額は1棟あたり1,150,000円です。

　⑸�　戸建木造住宅耐震改修工事促進補助金交付事業（各区街並み形成課、都市整備局建
築指導課）

　　　上記⑷の耐震改修工事を併せてリフォーム工事（100,000円以上）を実施する場合、
上乗せ補助があります。

　　　補助額は耐震改修工事費の8/115以内の額で、限度額は100,000円です。

　⑹　木造共同住宅耐震診断促進事業（各区街並み形成課、都市整備局建築指導課）
　　　昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工した2階建て以下の木造共同住宅

等を対象に、診断を希望する所有者からの申し込みに応じて耐震診断士を派遣し、簡
易診断を実施します。

　　　自己負担額は4,950円（税込）です。（診断費用の9割は仙台市が負担しています。）

　⑺　分譲マンション耐震化相談員派遣事業（都市整備局住宅政策課）
　　　昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工した分譲マンションを対象に、管

理組合等からの申し込みに応じて専門家を相談員として派遣し、耐震化について適切
な助言や情報提供を行います。

　⑻　分譲マンション耐震予備診断支援事業（都市整備局住宅政策課）
　　　昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工した分譲マンションを対象に、管

理組合からの申し込みに応じて耐震診断技術者を派遣し、精密診断の必要性を診断す
る耐震予備診断を低料金で実施します。

　　　1棟あたりの自己負担費用は24,200円（税込）です。（診断費用の9割は仙台市が
負担しています。）

　⑼　分譲マンション耐震精密診断補助金交付事業（都市整備局住宅政策課）
　　　昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工した分譲マンションを対象に、管

理組合が実施する耐震精密診断に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
　　　補助額は耐震診断費用の1/2で、限度額は1,000,000円です。

　⑽　分譲マンション耐震改修工事補助金交付事業（都市整備局住宅政策課）
　　　耐震診断の結果、倒壊の危険性があると診断され、耐震改修工事を実施する管理組

合を対象に改修費用の一部を予算の範囲内で補助します。
　　　補助額は対象工事費の1/2で、限度額は住戸1戸あたり300,000円です。
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～～仙仙台台市市 杜杜のの都都 防防災災力力向向上上ママンンシショョンン認認定定制制度度～～  

ママンンシショョンンのの防防災災力力をを向向上上ししてて
認認定定ををととりりまませせんんかか？？

制制度度のの概概要要

ママンンシショョンンににおおけけるる防防災災活活動動ののささららななるる充充実実やや、、建建物物のの防防災災性性能能のの向向上上をを図図るるこことと
をを目目的的にに、、ママンンシショョンンのの防防災災力力をを仙仙台台市市がが認認定定ししまますす。。  

制制度度のの概概要要

「「防防災災性性能能」」でで「「１１つつ星星」」、、「「22つつ星星」」ままたたはは「「33つつ星星」」  
「「防防災災活活動動」」でで「「１１つつ星星」」、、「「22つつ星星」」ままたたはは「「33つつ星星」」  
「「防防災災性性能能」」とと「「防防災災活活動動」」のの両両方方なならら最最大大「「66つつ星星））  

認認定定さされれたたママンンシショョンンはは、、市市ののホホーームムペペーージジにに掲掲載載さされれ、、認認定定証証がが交交付付さされれまますす。。  
※※認認定定をを受受けけるるたためめににはは申申請請がが必必要要でですす。。

認認定定のの対対象象ととななるるママンンシショョンン

仙仙台台市市内内ににああるる分分譲譲ママンンシショョンン（（新新築築・・既既存存はは問問いいまませせんん））  
※※詳詳ししくくはは、、裏裏面面おお問問いい合合わわせせ先先ままででおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。

ママーーククイイメメーージジ図図

まずは、

防災活動 つ星から！
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建建物物本本体体のの耐耐震震性性能能 
①～③のいずれかに該当

  

防防災災性性能能 
防災備蓄倉庫の設置や避難場所の

確保等、下の 項目から選択

①窓ガラスの落下防止

②防災備蓄倉庫設置

③避難場所の確保

④耐震ドア設置

⑤ｴﾚﾍﾞｰﾀ地震時管制運転装置設置
検査済証の交付を受けていること
（計画段階の認定時は不要です）

①昭和 年 月 日以降の建築確認
②耐震改修促進法（以下「法」とい
う）第 条の認定を受け改修工事
を行ったもの

③法第 条の認定を受けたもの

 

防防災災活活動動 での認定（最大３つ星） 

問い合わせ先 ： 仙台市 都市整備局 住宅政策課 TEL ０２２－２１４－８３０６ 

認認定定ママンンシショョンンのの特特徴徴  

防防災災性性能能 での認定（最大３つ星） 

→ 建物本体の耐震性能 ＋防災性能（２項目を達成）    

        

            

→ 建物本体の耐震性能 ＋防災性能（３～４項目を達成）
 
→ 建物本体の耐震性能 ＋防災性能（５項目すべてを達成）

防防災災活活動動のの実実施施等等  
自主防災組織を結成、防災マニュアルを作成、地域と防災訓練を実施、
避難所運営に関する連携、食糧等の防災備蓄の実施等 

    

            

自主防災組織結成

防災マニュアル作成自主防災組織結成

→

→

＋＋ ＋＋ 

防災マニュアル作成

        

自主防災組織結成

→ ＋＋ ＋＋ 右項目のうち
～ 項目を
達成

右の
８項目すべて

達成

①防災訓練の実施

②地域の防災訓練への

参加

③地域の避難所運営に

関する連携

④家具の転倒防止対策

⑤非常用電源の確保

⑥災害用簡易トイレの

確保

⑦救急用資機材の整備

⑧飲料水・食糧の確保

認定制度のホームページ検索は、 杜の都 防災力 検索
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1 	 仙台市地震ハザードマップ（都市整備局建築指導課）
　　仙台市地震ハザードマップは、市民の皆様が、想定される地震に対し自分の住んでい
る地域がどれだけの強さの揺れに見舞われ、どれだけ液状化の危険度があるかを知った
上で、地震に対し日頃から備えていただくことを目的として作成しています。

　　なお、このハザードマップは、宮城県が令和5年11月に公表した「宮城県第五次地震
被害想定調査報告書」をもとに作成したもので、市民の皆様の防災活動の参考にしてい
ただきたいと考えております。

1　仙台市地震ハザードマップの種類
　仙台市地震ハザードマップは下記の2種類で、仙台市内を約250m四方に分割し、その
単位（メッシュ）で作成しています。
　⑴　震度マップ
　　　地震の規模や震源の距離から予想される「揺れの強さ」を表示したものです。
　⑵　液状化危険度マップ
　　　地震の規模や震源の距離から予想される「地盤の液状化の危険度」を表示したもの

です。

2　想定した地震
　令和5年11月に宮城県が公表した「宮城県第五次地震被害想定調査報告書」で想定した
地震について、マップを作成しています。
　⑴　東北地方太平洋沖地震：想定した地震規模：マグニチュード9.0
　⑵　宮城県沖地震（連動型）：想定した地震規模：マグニチュード8.0
　⑶　スラブ内地震：想定した地震規模：マグニチュード7.5
　⑷　長町－利府線断層帯地震：想定した地震規模：マグニチュード7.5

3　仙台市地震ハザードマップの閲覧（PDFファイル）
　マップは仙台市のホームページからご覧いただけるほか、仙台市役所市政
情報センター、都市整備局建築指導課、または各区役所街並み形成課及び仙
台市図書館（全7館）で閲覧することができます。

地震ハザードマップ
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7資－

震度階級関連解説表（気象庁）
　「気象庁震度階級関連解説表」は、ある震度が観測された場合、その周辺で実際にどのよう
な現象や被害が発生するかを示すもので、下記のホームページでご覧になることができます。
　https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/kaisetsu.html

人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況

震度
階級 人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況

0 人は揺れを感じないが、
地震計には記録される。 ― ―

1
屋内で静かにしている人
の中には、揺れをわずか
に感じる人がいる。

― ―

2
屋内で静かにしている人
の大半が、揺れを感じる。
眠っている人の中には、
目を覚ます人もいる。

電灯などのつり下げ物
が、わずかに揺れる。 ―

3

屋内にいる人のほとんど
が、揺れを感じる。歩い
ている人の中には、揺れ
を感じる人もいる。眠っ
ている人の大半が、目を
覚ます。

棚にある食器類が音を立
てることがある。 電線が少し揺れる。

4

ほとんどの人が驚く。歩
いている人のほとんど
が、揺れを感じる。眠っ
ている人のほとんどが、
目を覚ます。

電灯などのつり下げ物は
大きく揺れ、棚にある食
器類は音を立てる。座り
の悪い置物が、倒れるこ
とがある。

電線が大きく揺れる。自
動車を運転していて、揺
れに気付く人がいる。

5弱
大半の人が、恐怖を覚え、
物につかまりたいと感じ
る。

電灯などのつり下げ物は
激しく揺れ、棚にある食
器類、書棚の本が落ちる
ことがある。座りの悪い
置物の大半が倒れる。固
定していない家具が移動
することがあり、不安定
なものは倒れることがあ
る。

まれに窓ガラスが割れて
落ちることがある。電柱
が揺れるのがわかる。道
路に被害が生じることが
ある。

震度階級関連解説表
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震度
階級 人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況

5強
大半の人が、物につかま
らないと歩くことが難し
いなど、行動に支障を感
じる。

棚にある食器類や書棚の
本で落ちるものが多くな
る。テレビが台から落ち
ることがある。固定して
いない家具が倒れること
がある。

窓ガラスが割れて落ちる
ことがある。補強されて
いないブロック塀が崩れ
ることがある。据付けが
不十分な自動販売機が倒
れることがある。自動車
の運転が困難となり、停
止する車もある。

6弱 立っていることが困難に
なる。

固定していない家具の大
半が移動し、倒れるもの
もある。ドアが開かなく
なることがある。

壁のタイルや窓ガラスが
破損、落下することがあ
る。

6強 立っていることができ
ず、はわないと動くこと
ができない。揺れにほん
ろうされ、動くこともで
きず、飛ばされることも
ある。

固定していない家具のほ
とんどが移動し、倒れる
ものが多くなる。

壁のタイルや窓ガラスが
破損、落下する建物が多
くなる。補強されていな
いブロック塀のほとんど
が崩れる。

7
固定していない家具のほ
とんどが移動したり倒れ
たりし、飛ぶこともある。

壁のタイルや窓ガラスが
破損、落下する建物がさ
らに多くなる。補強され
ているブロック塀も破損
するものがある。
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　宮城県及び気象庁等が市内に設置している各震度計等が震度1以上を観測した場合は、
気象庁がテレビやラジオ等を通じて市民のみなさまへお知らせいたします。

番号 震度発表名称 設置場所 設置者 管理者
1 「仙台青葉区雨宮」 青葉区堤通雨宮町

（青葉消防署） 宮城県 仙台市

2 「仙台青葉区落合」 青葉区落合二丁目
（宮城消防署） 宮城県 仙台市

3 「仙台青葉区大倉」 青葉区大倉 気象庁 気象庁

4 「仙台青葉区作並」 青葉区作並 （国研）防災科学技術研究所（国研）防災科学技術研究所

5 「仙台宮城野区五輪」 宮城野区五輪一丁目
（仙台管区気象台） 気象庁 気象庁

6 「仙台宮城野区苦竹」 宮城野区苦竹三丁目
（宮城野消防署） （国研）防災科学技術研究所（国研）防災科学技術研究所

7 「仙台若林区遠見塚」 若林区遠見塚二丁目
（若林消防署） 宮城県 仙台市

8 「仙台太白区山田」 太白区山田北前町
（太白消防署） 宮城県 仙台市

9 「仙台泉区将監」 泉区将監四丁目
（泉消防署） 宮城県 仙台市

○　お住まいの震度について
　　市内の震度情報は、気象庁の設置基準に基づき設置した市内9箇所の震度計等により
観測した情報となっています。これらの震度情報については、各報道機関を通して公表
され、本市の応急対策に活用するとともに、市民のみなさまへの情報として提供し活用
しています。

　●「正確な震度観測を行うために　―震度計の設置方法・設置場所について―」
	 https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/shindo-kansoku/index.html

仙台市内の震度計等設置場所
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長周期地震動
　規模の大きい地震が発生すると、周期の長いゆっ
くりとした大きな揺れ（地震動）が生じます。この
ような地震動のことを長周期地震動といいます。揺
れが遠くまで届く性質があり、震源から数百 km離
れた場所でも揺れることがあります。
　高層ビルの固有周期（建物に固有の揺れやすい周
期）は低い建物の周期に比べると長いため、長周期
の波と「共振」しやすく、共振すると高層ビルは長時
間にわたり大きく揺れます。また、高層階の方がよ
り大きく揺れる傾向があります。
　長周期地震動により高層ビルが大きく長く揺れる
ことで、室内の家具や什器が転倒・移動したり、エ
レベーターが故障することがあります。
　長周期地震動による高層ビル高層階の揺れの大きさは、長周期地震動階級という4つの
階級に区分した指標で把握出来ます。長周期地震動階級は、地震発生後10分程度で発表
される長周期地震動に関する観測情報で知ることが出来ます。

推計震度分布図（気象庁）
　実際に観測された震度等を基に、地面表層の地盤増幅率（地面の揺れやすさ）を加味して
250m四方の格子間隔で震度を推計し、震度計のない場所も含めて震度を面的に表現した
ものです。原則として全国で最大震度5弱以上を観測した場合に発表し、推計震度4以上
の範囲を示します。

長周期地震動と推計震度分布図

資
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編

令和６年１月１日16時10分頃の石川県能登地方の地震について

震度分布図・推計震度分布図
【各観測点の震度】

　　　１月１日16時24分発表

推計震度分布図

　　　※留意事項は以下リンクからご確認ください。

最新の情報は、以下のページでご確認ください。

地震情報：https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=earthquake_map

推計震度分布図：https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=estimated_intensity_map

【各観測点の震度】

� 仙台管区気象台提供

【推計震度分布図】
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　何が燃えているかで注意すべき点が異なりますが、基本的
には消火器による消火が比較的安全で確実です。
　また、炎や煙に惑わされず、火元を狙って消すことが消火
のコツです。

　❶	 石油ストーブが倒れたときの火災
　　　 	 消火器がないときは、濡らしたシーツやバスタオルをかぶせ、さらにその上か

ら水をかけて消す。
　❷	 電気器具や配線などの火災
　　　通電した電気機器に直接水をかけると、感電することがあるので次の順番で消火し

ます。
　　　 	 ブレーカーを切る、プラグを抜くまたは

スイッチを切るなどして電気を断つ。
　　　 	 消火器や水で消火する。
　❸	 ふすま、板壁、家具などの火災
　　　消火器がないときは、下記の方法で消火します。
　　　 	 火が小さいうちは、燃えているところに水をたたきつけるようにかける。
　　　 	 ふすまや壁など、立面が燃えているときは、天井へ

の燃え上がりを防ぐため、燃えている上の方に狙い
をつけ、半円を描くように広めに水をかける。

　　　 	 カーテンなどは引きちぎり、障子などは倒して座布
団で叩くなどして消す。

　　　 	 消えたように見えても残火・余熱で再び燃えること
があるので、水をかけて完全に消す。

　❹	 ガス器具などの火災
　　　 	 消火器がないときは、濡らしたシーツやバスタオルをかぶせ、さらにその上か

ら水をかけて消す。
　　　 	 ガスが漏れているときは、器具栓、ガス栓、メーターガス栓を閉め、窓や戸を大

きく開けて屋外などの安全な場所に避難します。
	 また、引火や爆発の危険があるため、火気の使用や換気扇などの電気機器のス

イッチ操作はしないでください。
　❺	 天ぷら油の火災
　　　油火災には絶対に水をかけてはいけません。火の付いた油が飛び散るなどして、火

災がさらに拡大してしまい大変危険です。
　　　消火器を使用するのが安全で確実ですが、ない場合は下記の方法で消火します。
　　　 	 大きなフタを手前の方からすべらせ、なべにかぶせる。
　　　 	 濡らしたシーツやバスタオルをしぼってなべをおおう。

初期消火の参考例 1　初期消火活動のポイント
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屋内消火栓設備
　屋内消火栓設備は一定規模以上のマンション等に設置が義務付けられているものです。
　屋内消火栓設備には２つのタイプがあり、操作方法が異なります。

　 	 1号消火栓の使い方
　　　1号消火栓はホースが折りたたまれて消火栓ボックスに収納されているため、ホー

スを延長した後でないと水をホース内に流すことができません。そのため、ホース
を火元付近まで延長し放水する人と、消火栓のバルブを開放する人の、最低でも2
人の操作員が必要となります。

　❶	 消火栓ポンプ起動

　　　　　ホースを延長する前にバル
ブを開けると、水で充満したホースが

ボックス内に拡がって取り出せなくなる事があり
ます。必ず操作手順を守ってください。

　　　起動ボタンを押し、消火栓ポンプを起動します。

　❷	 ホース延長

ホースにねじれがないように確認しながら
延長し、出火箇所に向かいます。

　❸	 バルブ開放・放水

出火箇所に接近した操作員の「放
水はじめっ！」の合図で、消火栓
のバルブを開放し放水します。

注意

初期消火の参考例 2　屋内消火栓設備
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　 	 2号消火栓・易操作性1号消火栓の使い方
　　　2号消火栓・易操作性1号消火栓は、筒状の保形ホースがドラムに収納されている

ため、収納状態でもホース内に水を流すことができます。そのため、一人で操作す
ることができます。

　❶	 バルブ開放

バルブを開放すると消火栓ポンプが起動します。

　❷	 ホース延長

ホースを持ちながら、出火箇所に向
かいます。

　❸	 放水

ホースノズルのコックを開き放水します。

1.	 訓練中は安全を管理する担当者を設けましょう。
2.	 ホースを延長するとき障害となる物がないか確認しましょう。
3.	 放水する時はノズルから絶対に手をはなさないようにしましょう。
4.	� 火災の時、いきなりドアを開けると空気（酸素）が流れ込み一気に火

勢が強まることがありますので、まずドアを少し開いて、様子を見
てからドアを開けましょう。

5.	� 実際に訓練で使用する場合は、消防設備事業者などの立会いのもと
行いましょう。

6.	 消火栓を使い終わったら、忘れずに消火栓ポンプを停止しましょう。

注意
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　住宅用火災警報器とは、火災の発生を音や光でお知らせして、火災にいち早く気付くこ
とで、逃げ遅れや火災による被害を防ぐとても大切な機器です。
　仙台市では平成20年から全ての住宅に設置が義務付けられており、実際に火災による
損害や死亡リスクを低下させることが分かっています。
　住宅用火災警報器の効果を最大限に発揮するために、日ごろから下記の3つのポイント
をチェックしておきましょう。

POINT 1 	正しい場所に設置する
　住宅用火災警報器を設置する場所は、「仙台市火災予防
条例」で定められています。
　基本的には、「台所」「寝室」、そして「寝室」が2階以上
の階にある住宅には「階段」にも設置します。
　住宅の間取りなどによって設置が必要な場所が異なる場
合があるので、詳しくはお近くの消防署へご相談ください。

POINT 2 	 定期的に点検する
　住宅用火災警報器は精密な機械なので、電池切れや故
障することがあります。
　正常に作動しないと火災を感知しなくなってしまうの
で、定期的な点検が大切です。
　点検方法は機種によって異なりますが、一般的には住
宅用火災警報器本体のボタンを押す、または、ヒモを引
くことで、正常に作動するか確認することができます。

POINT 3 	 10年を目安に本体ごと交換する
　住宅用火災警報器には寿命があります。正常に動作しなくなる
前に、10年を目安に交換を行いましょう。
　また、交換する際は「連動型」の住宅用火災警報器を設置すると
より安心です。
　これは1つの住宅用火災警報器が火災を感知すると、連動設定
をした全ての住宅用火災警報器が鳴って火災の発生をお知らせす
るものです。例えば、就寝中に他の部屋で火災が発生した場合で
も、いち早く火災に気付くことができます。

住宅用火災警報器について
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15資－

※�　マップに掲載している避難施設・場所は、令和7年1月
時点のものです。
　�　最新の避難施設・場所については、仙台市ホームページ
及びせんだいくらしのマップでご確認ください。

津波からの避難の手引き（第6.5版）
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○○町内会自主防災会　防災計画

　この町内会は仙台市の中央北部に位置し、昭和40年代に宅地造成された住宅地で、
約1500世帯が居住しています。
　町内会独自で防災資機材を整備し、また、最近ではＤＩＧ（災害図上訓練）の研修会
等を行うなど、年間を通じて活発な活動を行っています。

1．基本計画
　広範囲の大規模災害が発生した場合には、防災関係機関等の対応能力に限界が生じ、災
害現場対応が遅延することが予想される。○○町内会は、同防災本部を速やかに設置し、
事後設置される○○学区連合町内会の連合防災本部の下で、社協、民児協、体振、女性防等
の関係団体および○○小学校、○○中学校、○○高校等の学校関係団体との連携を保持し、
一致団結して地域住民の生命と財産を守る。
　そのため、毎月1日を『○○町内会・防災の日』とし、各家庭における火気使用場所の点
検整備など平素からの防災思想の普及および実践的な防災訓練等を実施し、防災対応能力
の向上に努める。

2．行動指針
　大規模災害が発生した場合の行動指針は、次によるものとする。

震度6弱以上の地震発生後○○分以内に
「○○町内会集会所」に『○○町内会防災本部』を設置する。

　⑴　家族および近隣の安否確認
　⑵　一人暮らしの高齢者、こども、障害者等の救出、救護
　⑶　初期消火
　⑷　被災状況を自主的に判断し、いっとき避難場所への避難
　⑸　いっとき避難場所において再度、会員の安否確認
　⑹　状況により救出、さらに消火部など防災本部の被災現場への出動
　⑺　災害情報の収集、伝達および救護の対応
　⑻　事後設置される連合防災本部との連携および同本部への連絡員の派遣

自主防災計画の参考例 1
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17資－

3．本防災計画に定める計画事項
　⑴　防災組織の編成および任務分担に関すること
　⑵　防災知識の普及に関すること
　⑶　防災訓練の実施に関すること
　⑷　防災資機材の備蓄に関すること
　⑸　防災情報の収集、伝達に関すること
　⑹　出火防止、初期消火に関すること
　⑺　救出、救護に関すること
　⑻　避難誘導に関すること
　⑼　給食、給水、物資の配分に関すること
　⑽　その他、防災会の目的達成に関すること

4．本防災計画に定める個別計画
　防災計画に定める個別計画の内容は、下記の通りとする。

　⑴　防災組織の編成および任務分担計画
　　　災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うために、下記の通り防災組織を編成

する。
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本 部 長 副本部長 統括隊長
（町内会長） （副会長） （�防災部長兼

地域防災
リーダー）

会　計

・情報連絡部 	  部員
	 （部長：総務）	 （区員）
・消火1部 	  部員
	 （部長：防災部副部長）	 （防災部員）
・消火2部 	  部員
	 （部長：環境部長）	 （環境部員）
・救出救護１部 	  部員
	 （部長：文化部長）	 （文化部員）
・救出救護2部 	  部員
	 （部長：体育部長）	 （体育部員）
・救出救護3部 	  部員
	 （部長：福祉部長）	 （福祉部員）
・避難誘導部 	  部員
	 （部長：広報部長）	 （広報部員）
・給食給水部 	  部員
	 （部長：婦人部長）	 （婦人部員）
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18資－

　⑵　防災知識の普及計画
　　　○○町内会住民の防災意識を高揚するため、下記により防災知識の普及活動を行う。
　　①　普及事項
　　　⒜　防災事項および防災計画に関すること
　　　⒝　地震、火災、水害等についての知識に関すること
　　　⒞　地区周辺の環境に応ずる防災知識に関すること
　　　⒟　各家庭における防災上の留意事項に関すること
　　　⒠　その他防災に関すること
　　②　普及の方法
　　　⒜　広報誌「○○町内会だより」、防災広報「防災ニュース」の発行
　　　⒝　パンフレット等の配布およびポスター等の掲示
　　　⒞　映画会、歩こう会などイベント性を取入れた「防災講習会」の定期開催
　　　⒟　パネル等の展示
　　③　実施時期
　　　　市民防災の日（6月12日）、全国防災の日（9月1日）、火災予防運動期間等関係諸

行事の行われる時期に実施する他、随時実施する。

　⑶　防災訓練の実施計画
　　　大地震等の災害の発生に備えて、情報の収集伝達、消火、避難、救出および炊出し等

を迅速かつ的確に行うことが出来るようにするため、下記により防災訓練を実施する。
　　①　訓練の種別
　　　　訓練は、個別訓練および総合訓練とする。
　　②　個別訓練の種類
　　　⒜　情報収集伝達訓練
　　　⒝　初期消火訓練
　　　⒞　避難誘導訓練
　　　⒟　救出救護訓練
　　　⒠　炊出し訓練
　　③　総合訓練
　　　　総合訓練は、2以上の個別訓練について、総合的に行うものとする。
　　④　訓練実施計画
　　　　訓練の実施に際しては、その目的、実施要領等を明らかにした訓練実施計画を作

成し、会員および所轄の防災機関に連絡しておくものとする。
　　⑤　訓練の時期および回数
　　　⒜　訓練は、原則として防災の日および火災予防運動期間中に実施する。
　　　⒝　総合訓練については年1回以上、個別訓練については随時実施する。
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19資－

　⑷　備蓄計画
　　　自主防災活動における情報収集伝達、初期消火、救出・救護、避難誘導および給食・

給水等を行うためには、暫時下記の防災資機材を備えておくこととする。
　　　備蓄された資機材は、常時活用できるように集会所倉庫に備蓄し、定期的にこれを

整備、点検するものとする。
　　①　情報収集伝達用（メガホン、携帯用ラジオ、携帯用無線機など）
　　②　初期消火用（消火器、消火用バケツなど）
　　③　水防用（シャベル、つるはし、スコップ、ロープ、かけや、杭、土のう袋など）
　　④　救出用�（バール、金てこ、のこぎり、自動車用ジャッキ、ハンマー、はしご、スコッ

プ、なた、ペンチ、ロープ、投光器付発電機、発電機用ガソリンなど）
　　⑤　救護用（担架、救急セット、テント、シート、毛布など）
　　⑥　避難誘導用（ロープ、リヤカー、ハンドマイク、強力ライト、警笛など）
　　⑦　給食・給水用（炊飯装置、鍋、コンロ、給水タンク、ガスボンベなど）
　　⑧　その他（ヘルメット、腕章、標旗など）

　⑸　防災情報の収集伝達計画
　　　被害状況等を正確かつ迅速に把握し、適切な応急措置をとるため、情報の収集、伝

達を下記により行う。
　　①　情報連絡部員は、地域の安否・災害情報、防災関係機関等の提供する情報を収集

するとともに、必要と認める情報を地域住民、防災関係機関等に伝達する。
　　②　情報の収集伝達の方法
　　　　情報の収集伝達は、電話、テレビ、ラジオおよび徒歩（メガホン）等による。

　⑹　出火防止および初期消火計画
　　①　出火防止対策
　　　　大地震等においては、火災の発生が被害を大きくする主な要因である。この出火

防止の徹底を図るため、毎月1日を「○○町内会・防災の日」とし、各家庭においては、
下記の事項に重点を置いて点検整備する。

　　　⒜　火気使用設備器具の整備およびその周辺の整理整頓状況
　　　⒝　可燃性物品、危険物等の管理状況
　　　⒞　消火器等の取付け状況
　　　⒟　住宅用火災警報器等の取付け状況
　　　⒠　その他建物等の危険箇所の状況
　　②　初期消火対策
　　　　地域内に火災が発生した場合、近隣者の協力を得て、消火器、水バケツ等を用い

迅速に消火活動を行い、初期に消火出来るように努める。
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20資－

　⑺　救出救護計画
　　①　救出救護計画
　　　　建物の倒壊、落下物等により救出救護を要する者が生じた時は、直ちに救出救護

活動を行う。この場合、現場付近の者は、救出救護活動に協力する。
　　②　医療機関への連絡
　　　　負傷者が医師の手当てを要する者であると認めた時は、地域内の医療機関または

臨時救護所に搬送する。
　　③　防災関係機関への出動要請
　　　　防災関係機関による救出の必要性を認めた時は、防災関係機関に対し出動を要請

する。

　⑻　避難誘導計画
　　　仙台市長の避難勧告等が出た時、または隊長が必要と認めた時は、避難誘導部長に

対し速やかに避難誘導の措置を講ずる。
　　①　避難誘導
　　　　避難誘導部員は、部長の避難誘導の指示に基づき、住民を避難所に誘導する。
　　②　避難路および避難所
　　　　あらかじめ選定した複数の避難路および避難所のうちから適当なものを選び避難

誘導にあたる。
　　　⒜　避難路
　　　　　　・○○町内会中央道路　・○○町内会内幹線道路
　　　⒝　避難所
　　　　　　・○○小学校　・○○北公園　・○○四丁目公園　・○○三丁目西公園
　　　　　　・○○三丁目東公園　　・○○高校グラウンド　・○○丘公園

　⑼　避難誘導計画
　　　避難所等における給水給食は、下記により行う
　　①　仙台市から提供された飲料水、または地域内の水道、井戸等により確保した飲水

による給水活動を行う。
　　②　仙台市から配分された物資、食料品、当町内会備蓄の食料および地域内の家庭ま

たは、食品販売業者等から確保した食料の配分、炊出し等による給食活動を行う。
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○○自主防災会　防災計画

　この町内会は仙台市の北部に位置し、共同住宅、ＪＲ駅舎や小規模な商店が建ち並
ぶ住宅地で、約680世帯が居住しています。
　区域を複数のブロックに分けて活動の班編成を検討するなど、実災害に即した組織
づくりを目指しています。また、町内会独自に防災資機材倉庫を設置するなど、防災
資機材整備にも力を入れています。

1．目　的　
　この計画は○○自主防災会の防災活動に必要な事項を定め、もって、地震その他の災害
による人的、物的被害の発生及び、その拡大を防止することを目的とする。

2．計画事項
　この計画に定める事項は下記のとおりとする。
　⑴　防災組織の編成及び任務分担に関すること
　⑵　防災知識の普及に関すること
　⑶　防災訓練の実施に関すること
　⑷　情報の収集・伝達に関すること
　⑸　出火防止・初期消火に関すること
　⑹　救出・救護に関すること
　⑺　避難誘導に関すること
　⑻　給食・給水に関すること

3．防災組織の結成及び任務分担
　災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、防災組織を編成する。

自主防災計画の参考例 2
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4．防災知識の普及
　地域住民の防災意識を高揚するため、下記により防災知識の普及を行う。
　⑴　普及事項
　　①　防災組織及び防災計画に関すること
　　②　地震・火災・水災等についての知識に関すること
　　③　地区周辺の環境に応じた防災知識に関すること
　　④　各家庭における防災上の留意事項に関すること
　　⑤　その他、防災に関すること
　⑵　普及の方法
　　①　広報誌、パンフレット、ポスター等の配布
　　②　座談会、講演会、映画会等の開催
　　③　パネル等の展示
　⑶　実施時期
　　　火災予防運動期間、防災の日等関係諸行事の行われる時期に行う他、随時実施する。

5．防災訓練
　地震、火災等の発生に備えて下記により訓練を実施する。
　⑴　訓練の種別
　　　訓練は個別訓練及び総合訓練とする。
　⑵　個別訓練の種類
　　①　情報収集伝達訓練
　　②　消火訓練
　　③　避難訓練
　　④　救出救護訓練
　⑶　総合訓練
　　　総合訓練は2つ以上の個別訓練を総合的に行なう。
　⑷　訓練実施計画
　　　訓練の実施に際しては、その目的や実施要綱等を明らかにした訓練実施計画を作成

し年1回以上実施する。

6．情報の収集伝達
　⑴　情報班員は、地域内の安否・災害情報・防災関係機関・報道機関等の提供する情報を

収集するとともに、必要と認める情報を地域住民・防災関係機関に伝達する。
　⑵　情報の収集伝達の方法
　　　有線電話、テレビ、ラジオ、携帯無線機、伝令、掲示板等による。
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7．出火防止及び初期消火
　⑴　出火防止
　　　大地震発生時等においては、火災の発生が被害を大きくする主な原因であるので出

火防止を図るため毎月○日を防災の日とし、各家庭においては主として下記の事に重
点をおいて点検整備する。

　　　　①　火気使用設備器具の整備及びその周辺の整理整頓状況
　　　　②　可燃性物品、危険物の保管状況
　　　　③　初期消火器具の整備状況
　　　　④　その他の建築物等の危険箇所の状況
　⑵　初期消火対策
　　　地域内に火災が発生した場合、迅速に消火活動を行い初期に消火することができる

ようにするため、下記の初期消火器具を配備する。
　　　消火器・水バケツ等を各家庭に配備

8．救出救護
　⑴　建物の倒壊、落下物等により、救出・救護を要する者が生じたときは、直ちに救護活

動を行う。この場合、現場付近の者は救出・救護活動を積極的に行う。
　⑵　医療機関への連絡
　　　救出救護班員は、負傷者が医師の手当てを要するものであると認めたときは下記の

医療機関の設置する応急救護所に搬送する。
　　　　①　○○内科
　　　　②　○病院
　　　　③　○○病院○○分院
　⑶　防災関係機関の出動要請
　　　救出救護班員は、防災関係機関による救出を必要とすると認めたときは、防災関係

機関の出動を要請する。
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9．避難対策
　火災の延焼拡大等により地域住民の人命に危機が生じ、または生じる恐れがあるときは
下記により避難を行う。
　⑴　避難誘導の指示
　　　仙台市長の避難指示等が出たとき、または防災会長が必要があると認めたときは、

防災会長は避難誘導班に対して避難誘導の指示を行う。
　⑵　避難誘導
　　　避難誘導班員は、防災会長の避難誘導の指示に基づき住民を避難所に誘導する。
　⑶　避難路及び避難所
　　①　避難路　指定避難所への避難経路は○○防災マップで指示。
　　②　避難所　いっとき避難場所（区内の広場）　　指定避難所（○○中学校）

10．給食・給水
　避難所等における給食及び給水は下記により行う。
　⑴　給食の実施
　　　給食給水班員は仙台市から配分された食料、地域内の家庭またはそれ以外のところ

から提供をうけた食料等の配分、炊き出し等により給食活動を行う。
　⑵　給水の実施
　　　給食給水班員は仙台市から提供された飲料水、水道、井戸等により確保した飲料水

により給水活動を行う。（飲料水給水所・・・○○中学校）

11．自主防災組織の構成

会
長
　
区
長
　
地
域
防
災
リ
ー
ダ
ー

組　織 平時の活動 災害時の活動 部　長 副部長 班員

情　報　部 防災意識の向上 災害情報の収集
安否情報の収集 本部役員 班長

女性防火クラブ員
中学生
以上

消　火　部 消火訓練 出火防止
初期消火 本部役員 班長

防災部員
中学生
以上

救　出　部 救護訓練
救急医薬品

応急手当
負傷者の搬送 本部役員 班長

防災部員
中学生
以上

避難誘導部 危険箇所の調査 避難誘導 本部役員 班長
防災部員

中学生
以上

給食給水部 井戸等調査
非常食

炊き出し
救助物品の配分

女性防火
クラブ員 女性防火クラブ員 中学生

以上
※�要配慮者の
救援 福祉部員等の見守り 救出・避難等 近隣の人達数名で救援する。

（予め決めておく）
※　町内会が大きいので、6つの区毎の組織を検討。
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12．防災資機材の準備について（優先順位を決めて準備する）

⑴　情報収集・伝達用 メガホン、携帯無線機、携帯用ラジオ

⑵　初期消火用 消火器、消火用バケツ

⑶　水防用 シャベル、ツルハシ、スコップ、ロープ、かけや、くい、
土のう袋

⑷　救出用 バール、のこぎり、自動車用ジャッキ、ハンマー、はしご、
スコップ、なた、ペンチ、ロープ

⑸　救護用 担架、救急セット、テント、毛布、シート

⑹　避難誘導用 ロープ、リヤカー、強力ライト、ハンドマイク、警笛

⑺　給食・給水用 炊飯装置、鍋、こんろ、給水タンク、ガスボンベ

⑻　その他 腕章、ヘルメット、標旗
※　各家庭　消火器、消火用バケツ
※　救助用の大型工作資機材　建設業者等から機材の貸与が得られるように話し合っておく。
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26資－

　地震発生時には、時間の経過に応じた行動を取ることが被害を最小限に抑え、早い
期間での復旧に繋がります。
　時間の経過に併せた行動のポイントを記載しました。

自助（個人） 共助（自主防災組織）

状況と
時間経過 行　動 行　動

地震発生
0分～ 3分

○　落ち着いて、自分の身を守る。
○　出来たら火の始末
○　ドアなどを開け、避難路を確保する。

揺れが
おさまった
1分～ 5分

○　�火元の確認（ガスの元栓を閉め、電
気のスイッチ・ブレーカーを切る。）

○　火災が発生したら初期消火
○　家族の安否確認
○　ラジオなどで情報確認
○　余震に注意

5分～ 10分 ○　隣近所の安否確認
○　非常持ち出し品の持ち出し準備
○　家屋倒壊の恐れがあれば避難する

○　被害状況の収集
○　安否確認

火災発見
倒壊家屋発見
負傷者発見
10分～
� 数時間

○　自主防災活動に参加する
　　（みんなで消火・救出等活動）

○　捜索、救出活動
○　初期消火活動
○　負傷者の救護
○　搬送
○　避難誘導
○　出火防止等の広報
○　コミセン資機材取扱
○　要配慮者への配慮

数時間～
� 7日間

○　生活必需品は備蓄でまかなう
○　協力し合って秩序ある生活

○　避難所運営への協力
○　要配慮者への配慮

 正確な情報を入手し、安全が確保できるまで警戒を 
　⃝自宅や地域の安全が確認できるまで警戒をする
　⃝生活必需品は備蓄でまかなう
　⃝壊れた家には入らない
　⃝避難生活では集団生活のルールを守る

地震発生の時間経過に応じた主な行動
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1～21～2分分
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○○町内会　防災マニュアル

　この町内会は仙台市の西部に位置し、災害により道路が寸断すると孤立する地域で、
約190世帯が居住しています。
　地震発生時に対応できるように、防災マニュアルを作成し各世帯に配布しています。
また、計画的な防災用品の備蓄を行い、防災訓練の中でも活用するなど、防災体制の
充実を図っています。

※　このマニュアル書は、平成○○年度に作成された○○町内会防災マニュアル及び自主
防災組織運用マニュアルをもとにわかりやすくまとめたものです。

　　各ご家庭においてご活用願います。

目　　　　　次

　　　　　　Ⅰ　　備えについて
　　　　　　Ⅱ　　地震が発生したら
　　　　　　Ⅲ　　避難のしかたについて

� 令和○○年○○月作成

防災マニュアルの参考例
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Ⅰ　備えについて
1 .	 各家庭の備え
　　ご家庭で地震災害の備えはできていますか。地震は季節、時間を選びません。
　　いつ地震が起きても対応できる備えが必要です。

家族で防災の話し合いを！

　　家族で地震が起きたときの対応などについて話し合いましょう。

　①　各部屋の安全について（家具の転倒防止など）
　②　避難場所について（町内会の防災マップを利用）
　③　家族の連絡方法（ＮＴＴ災害用伝言ダイヤル171。毎月1日と15日等にテストが

できます。）
　④　非常用持出袋の確認と点検

家庭の備え

　①　家具の転倒防止・・・家具には、転倒防止器具を取り付けましょう。
　②　家庭用消火用品・・・消火器、ホース、バケツなど
　③　飲料水・・・1人1日3リットル　（一週間分程度を目安に）
　④　水の汲み置き・・・お風呂の残り湯の利用など
　⑤　非常用持出袋の準備・・・�米、乾パン、インスタント食品、ビスケット、缶詰、味噌、

醤油など
　⑥　救急箱・・・常備薬、ガーゼ、マスク、消毒薬など
　⑦　防災マップ・・・町内会防災マップ（平成○○年に各会員に配布）
　　　　　　　　　　　安全確認テープ（黄色）
　⑧　貴重書類・・・貴重書類のコピーなど
　⑨　その他・・・お薬手帳、携帯電話充電器、キャンプ用品、懐中電灯、着替え・下着など

2 .	 町内会の備え
　　町内会では自主防災組織運用マニュアルにより防災組織を設置し、災害発生時には災
害対策本部を立ち上げます。

　　会員の皆様のご協力をお願いします。

○○町内会防災用品の備蓄

　　町内会では平成○○年度から年次計画で防災用品を準備しています。
　　○○集会所に防災用品を保管しています。
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　防災備蓄品

テント、無線機、ヘルメット、担架・リヤカー、救急セット、懐中電灯、スコップ、毛布、
ブルーシート、水バケツ、飲料水用ポリタンク、簡易トイレ、簡易トイレ用テント、照
明器具、発電機、ロープ、トランジスターメガホン、ゼッケンなど

　　町内会としてできるだけ備蓄を進めていきたいと思いますが、各家庭での備蓄につい
てもご協力をお願いいたします。

Ⅱ　地震が発生したら
1 .	 家　庭
　　地震が発生したら
　①　身を守る
　②　あわてず火を消す
　③　避難口を確保する
　④　非常持出袋を持って避難（黄色の安全確認テープを道路から見えるところに結ぶ）
　⑤　おとなり同士、声を掛け合い、ケガ人の有無や被害状況等の確認、いっとき避難場

所への避難。
	 いっとき避難場所	 ○○公園	 ○班～○班
		  ○○公園	 ○班～○班
　⑥　いっとき避難場所から、避難誘導員に従って指定避難所（小・中学校）へ移動します。
　⑦　指定避難所では係員の指示に従ってください。

2 .	 町内会
　　震度5強の地震が発生したら
　①　各班班長：班内を巡回し
　　　　イ．ひとり暮らし老人や要配慮者住宅
　　　　ロ．救出に人手が必要な人
　　　　ハ．救護を待っている人
　　　の確認をした後、防災本部の置かれている「集会所」に集合。
　　　組織の役員を兼務している方は班長の役割を一番目に班長以外の部長、担当は「集

会所」に集合し「防災本部」を立ち上げる。

　②　各班長の報告により防災隊長、防災副隊長はそれぞれの担当部長に対応を指示する。

　③　避難誘導部長と情報収集・伝達部長は防災隊長、防災副隊長と相談の上、いっとき
避難場所に待機している住民を指定避難所に指定されている「小・中学校グラウン
ド」への誘導を行うかを決定する。
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30資－

　④　情報収集・伝達担当は集会所に集合後、情報収集・伝達部長の指示でいっとき避難
場所に定められている「○○公園」、「○○公園」に避難している人の確認をする。
さらに名簿の作成をし、不明者の情報を収集する。

　⑤　避難誘導部長と避難誘導担当は指定避難所への誘導が決定された場合は情報収集・
伝達担当による確認が終了次第、「小・中学校グラウンド」へ誘導する。

　⑥　初期消火部長、救出・救護部長、給食・給水部長は状況を確認後作業に取り掛かる。

　⑦　○○町内会自主防災組織
　　　　災害対策本部役員・・・・○名
　　　　情報収集・伝達部・・・・○名
　　　　初期消火部・・・・・・・○名
　　　　救出・救護部・・・・・・○名
　　　　避難誘導部・・・・・・・○名
　　　　給食・給水部・・・・・・○名

Ⅲ　避難のしかたについて
　①　非常用持出袋など最低限で身軽に
　②　季節に応じた服装で
　③　履物は底の厚いもの（スニーカーなど）
　④　水道・ガスの元栓を閉める
　⑤　電気のブレーカーを「断」にする
　⑥　鍵をかける（その際道路から見えるところに “安全確認テープ（黄色）”を結び家庭

の安全を知らせる）
　⑦　ご近所と声を掛け合う
　⑧　いっとき避難場所へ避難する
　⑨　担当の指示で指定避難所（小・中学校）へ避難する
　　　（指定避難所の開放確認までは、いっとき避難場所で待機になります。）
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宮城野区福住町町内会の事例

　　 	 2005年度に防災功労者表彰で防災担当大臣表彰を受賞している。
　　 	 合言葉は「自分たちのまちは自分たちで守る」である。
　　 	 「防災わがまち福住町自主管理マニュアル」を作成している。
　　 	 訓練でできなかったことはできない。常の訓練が東日本大震災で実を結んだ。
	 できるだけ行政に頼らない自主的な災害対応を基本にしている。
　　 	 中越地震の時に新潟県小千谷市池ケ原地区の救援活動を行った。その後、池ケ原

地区3町内会と協定を結び、今回の震災では福住町が支援を受けた。
　　 	 山形県尾花沢市鶴子地区連合区会との協定に基づいて福住町が支援を受けた。
	 福住町は「雪下ろし」に鶴子地区を支援することになっている。
　　 	 福住町町内会として支援を受けた物資は、福住町だけで消費するのではなく、津

波被災地（北は岩手県大船渡市綾里から南は宮城県亘理町）の行政の手が届きに
くいところへ物資を直接手渡しで届けた（2012年2月末までに延べ約70か所）。

ポイント
　　 	 東日本大震災の前から、毎年、町内会として防災訓練を行っている。訓練内容も

町内会が主体的に企画準備を行い、工夫した訓練が実施できている。
　　 	 遠地の姉妹町内会との災害時相互協力協定（5か所）が功を奏した。
　　 	 自分の地域の弱点を補う方法を考え、町内会どうしで困った時に相互に支援する

協定を結んでいる。

地域団体との連携参考事例 1
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太白区茂庭台五丁目町内会の事例

　　 	 東日本大震災では、毎朝、避難者と先生方の人数を町内会が確認し、食事ができ
上がると先生方に伝えて避難所に食べに来てもらった。

　　 	 トイレ用の水はプールから運んだ。水汲みは町内会と中学生が行い、先生方が水
汲みをすることは全くなかった。

　　 	 安定電力が供給できる性能の高い自家発電機を2台備えており、各種電源のほか、
住民の痰の吸引器の安定電源としても活用した。

　　 	 町内会として、無線機を5台持っていた。避難所としての茂庭台中学校に1台、
茂庭台中学校の校長先生に1台、同じ団地内にある隣の避難所である茂庭台小学
校に1台、2台をフリーにして、避難所間の情報共有などができた。

ポイント
　　 	 町内会が避難所を主体的に運営するように東日本大震災の前から決めていた。
　　 	 マニュアルも全戸に配布してあり、住民の理解も進んでいた。
　　 	 実際にマニュアル通りに避難所運営が行われた。
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33資－

太白区鈎取ニュータウン町内会の事例

　　 	 東日本大震災では、町内会集会所を拠点に自己完結型の災害対応ができた。
　　 	 指定避難所への負担をかけなかった。
　　 	 85人の避難者を地震直後から収容（特に、高齢者、幼児家族、身障者等）した。
　　 	 無事を知らせる安否旗を活用し、旗の出ていない世帯には直接訪問して安否確認

を行い、地震発生から35分で完了した。
　　 	 町内会としての災害対策本部立ち上げは、地震発生から約30分後の15時15分

だった。

ポイント
　　 	 普段から自主防災活動を積極的に展開している。
　　 	 町内会住民の家族調書の作成が100％達成できている。
　　 	 災害時要援護者名簿を完備している。
　　 	 集会所に防災資機材（自家発電機、プロパンガス、毛布、天水桶等）、飲料水等を

備蓄している。
　　 	 夜間の総合防災訓練など、工夫した訓練を実施している。
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34資－

東京都世田谷区立太子堂中学校の事例

　　 	 この周辺地域は、関東大震災後新たに人口が急増した住宅街であり、第二次世界
大戦では空襲をほとんど受けることもなく、戦前の地域割りがそのまま残存した
地域である。その結果、現在では消防車が入り込めない狭

きょう
隘
あい
な道路が残り、一旦、

大きな地震が発生し、火災が起きればひとたまりもない危険な地域（消防活動強
化区域）であることも事実である。そのため、7つの町会では戦後から連合して大
規模な避難訓練が実施されてきた。また、地域の消防団活動が活発に行われてき
た。自分たちの街は自分たちで守る風土が歴史的に存在する。

　　 	 太子堂中学校は、平成8年度に『太子堂地区学校協議会』を立ち上げ、地域と連携
して健全育成、地域の人材活用や地域防災について、地域とともに協議を重ね様々
な取組みを開始した。

　　 	 Ｄ級可搬ポンプの操作訓練を行っていて、全校生徒が操作できるようになってい
る。訓練を支えているのは、消防団員を含む地域住民であり、太子堂中学校の卒
業生も多い。活躍する地域の大人を見ている生徒が大人になると、今度は地域を
支える大人となる。

　　 	 学区内の町会が主催する年間行事（例えば、芋煮会、こどもマラソン大会、サバイ
バルキャンプなど）を学校に知らせ、学校は年間スケジュール表にして、全ての生
徒に対して関心のある行事に3つ以上参加するように指導している。どの生徒が
どの地域イベントに参加するのかが一目でわかる一覧表を教室に掲示してある。

　　 	 中学校を会場としたサバイバルキャンプ（学校避難所体験訓練）では避難所開設、
避難所運営等の訓練を毎年実施している。実施主体は町会である。学校内の防災
倉庫に必要物品が保管されていて、学校が手を出さなくても町会だけで「さーっ
と準備ができてしまう」。いつ地震が来ても困らない体制ができている（冨士道
正尋校長談）。
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